
新型コロナウイルス感染症対策に伴う「令和元年度 保健衛生施設等施設

・設備整備費国庫補助金交付要綱」の一部改正について(概要) 

 

 

改正事項① 

現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、都道府県等が行うPCR検

査に必要な設備に対する補助を行っているところだが、さらなる検査体制

の整備を図るため、都道府県等が行う民間検査機関に対するPCR検査機器

の設備補助に必要な費用の補助を行う。 

  具体的には、第３表及び第４表に以下を追加する。 

 

第３表 

 

 

第４表 

  

 

 

 

 

１ 区分 ２ 種目 ３ 基  準  額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 

新型コロ

ナウイル

ス感染症

の検査を

実施する

機関 

 

設備費 

 

各施設ごとに次により算

出された額の合計額 

（１）次世代シークエン

サー 

   厚生労働大臣が必

要と認めた額×台数 

（２）リアルタイムＰＣ

Ｒ装置 

   厚生労働大臣が必

要と認めた額×台数 

 

新型コロナウ

イルス感染症の

検体検査に必要

な設備を購入す

るために必要な

備品購入費 

２分の１ 

 

１ 区分 ２ 種目 ３ 基  準  額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 

新型コロ

ナウイル

ス感染症

の検査を

実施する

機関 

 

設備費 

 

各施設ごとに次により算

出された額の合計額 

（１）次世代シークエン

サー 

   厚生労働大臣が必

要と認めた額×台数 

（２）リアルタイムＰＣ

Ｒ装置 

   厚生労働大臣が必

要と認めた額×台数 

 

新型コロナウ

イルス感染症の

検体検査に必要

な設備を購入す

るために必要な

備品購入費 

定額 

 



改正事項② 

新型コロナウイルス感染症についても、国は都道府県に対し、必要に応

じて適切な医療の提供を確保するよう依頼しているところであり、これに

基づき都道府県が確保した、新型インフルエンザ等の患者の入院医療を提

供する医療機関 (以下「新型インフルエンザ等患者入院医療機関」とい

う。) において、新型インフルエンザ等発生時に、入院患者に対する医療

を提供する中で病床及び医療資器材の不足が生じ、迅速かつ適切な医療の

提供ができなくならないようにするため、必要な病床及び医療資器材等に

ついてあらかじめ整備し、医療体制の強化を図るため、今般、「新型イン

フルエンザ等患者入院医療機関整備事業実施要綱」の改正を行うことか

ら、それに伴う所要の改正を行う。 

また、新型コロナウイルス感染症患者に使用する場合に限り、体外式膜

型人工肺を整備する際の費用を補助することとする。 

 具体的には、第１表から第４表を以下のとおり改正する。 

 

 

（１）第１表及び第２表を以下のとおり改正する。（下線部が改正箇所） 

 

 

１ 区分 ２ 基  準  額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 

新型イ 

ンフル 

エンザ 

等患者 

入院医 

療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の（１）及び（２）により算

出された額の合計額 

（１）新設、増設及び改築 

   別表１の基準単価×別表

２の基準面積×厚生労働大

臣の認めた病床数 

（２）改造及び補修 

   厚生労働大臣の認めた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型インフルエン

ザ等患者入院医療機

関の新設、増設、改

築、改造及び補修の

ために必要な工事費

又は工事請負費及び

工事事務費（工事施

工のために直接必要

な事務に要する経費

であって旅費、消耗

品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計

監理料等をいい、工

事費又は工事請負費

の２．６％に相当す

る額を限度とする。

ただし、改造及び補

修の場合は補助対象

としない。） 

 

 

 

 

 

２分の１ 



 

（２）第３表及び第４表を以下のとおり改正する。（下線部が改正箇所） 

 

 

適用日について 

 ・改正事項①については、ＰＣＲ検査が保険適用となった３月６日 

 ・改正事項②については、実施要綱の改正と合わせて２月２５日         

１ 区分 ２ 種目 ３ 基  準  額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 

新型イン

フルエン

ザ等患者

入院医療

機関 

 

初度設備

費 

 

各施設ごとに次により算

出された額の合計額 

133,000円×厚生労働大臣

の認めた病床数 

 

 

 

 

 

 

新型インフル

エンザ等患者を

入院させる医療

機関の新設又は

増設に伴う初度

設備を購入する

ために必要な需

用費（消耗品費

）及び備品購入

費 

 

２分の１ 

 

 設備費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施設ごとに次により算

出された額の合計額 

（１）人工呼吸器及び付

帯する備品 

   2,221,000円×厚生

労働大臣が必要と認

めた台数 

（２）個人防護具 

   3,600円×厚生労働

大臣が必要と認めた

人数分 

（３）簡易陰圧装置 

   4,320,000円×厚生

労働大臣が必要と認

めた病床数 

（４）簡易ベッド 

   51,400円×厚生労

働大臣が認めた台数 

（５）体外式膜型人工肺 

   14,000,000円×厚

生労働大臣が必要と

認めた台数 

 

新型インフル

エンザ等患者入

院医療機関の設

備を購入するた

めの備品購入費

（ただし、（５

）の整備は、新

型コロナウイル

ス感染症患者に

対し使用する場

合に限るものと

する。） 

 


